
令和４年９月５日 

保護者 様 

倉敷市教育委員会

学習者用端末（Chromebook）の家庭学習等での活用について 

平素より本市の教育活動に、御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、本市では、国のＧＩＧＡスクール構想を受け、令和２年度より児童生徒に１人１

台の学習者用端末を貸与し、学校での授業や諸活動において活用しているところです。 

昨年度からは、新型コロナウイルス感染等により通学が困難になった場合において、端

末を希望により持ち帰り、家庭でも学習を継続することを可能としています。 

そして、現在は、「児童生徒の情報活用能力の育成」や「自主学習・家庭学習への活用」

等のため、学習者用端末の持ち帰りについて準備を進めております。その一環として、１

学期には小中学校の児童生徒を対象に家庭への持ち帰りを実施しました。今後は、令和５

年度からの持ち帰り運用開始を目指し、高等学校や特別支援学校も含め、試行として希望

校による持ち帰りを進めていくことといたします。 

つきましては、本趣旨をご理解いただき、ご家庭の Wi-Fi（無線通信）環境整備を進めて

いただくとともに、今後の試行としての持ち帰りや、非常時の緊急貸出しに対応できるよ

うにするため、別紙「学習者用端末（Chromebook）貸出申請書兼同意書」へ記入し、担任あ

てにご提出くださいますようお願いいたします。 

記 

１ 主なスケジュールについて 

９月  「学習者用端末（Chromebook）貸出申請書兼同意書」の提出 

  ９月～ 試行として、希望校による端末の持ち帰りを進めていきます。 

※各校の実態や実情により、試行としての持ち帰りの進め方は異なります。 

※試行としての持ち帰りのほか、臨時休校等により端末を持ち帰る場合が

あります。 

※冬季休業中は、試行として全校による端末の持ち帰りを予定しています。 

  令和５年度～ 全校を対象として、端末の持ち帰り運用開始 （予定） 



２ 「学習者用端末（Chromebook）貸出申請書兼同意書」について 

  事前に提出していただくことで、臨時休校等による非常時にすぐ貸出しできるように

するため、全児童生徒を対象に提出をお願いすることとしています。 

※提出期限  令和４年９月１２日（月） 

 

３ 試行としての持ち帰りや臨時休校等による持ち帰りで、端末が紛失、故障・破損した場

合の対応について 

速やかに学校に連絡してください。修繕にかかる費用は原則、市が負担します。ただし、

紛失、故意又は重大な過失による破損については、保護者負担になる場合があります。 

 

４ 現在 Wi-Fi（無線通信）環境がなく、今後環境を整備される場合の対応方法について 

  今後環境を整備される場合の対応につきましては、次のような方法が考えられます。 

 (1) 自宅のパソコンなどでインターネットを利用している場合 

   リースや購入により Wi-Fi ルーターを用意し、モデムに接続する。 

 (2) スマートフォンのみでインターネットを利用している場合 

   スマートフォンのテザリング機能を利用し、インターネットに繋げる。 

 (3) ご家庭でモバイル Wi-Fi ルーターを用意する場合 

   リースや購入により、モバイル Wi-Fi ルーターを用意し、通信事業者と通信契約を

する。 

※現在の家庭通信環境の状況により、最適な整備方法が異なりますので、詳しくは、契

約している通信事業者などにご相談ください。 

※家庭の Wi-Fi（無線通信）環境が整わず、モバイル Wi-Fi ルーターの貸出しを希望され

る場合は、学校にご連絡ください。モバイル Wi-Fi ルーター本体のみを貸与しますが、

SIM カードの契約及び通信に係る費用は保護者負担になります。 

 

 

 

【 学習者用端末（Chromebook）の貸出申請に際し、同意していただく内容 】 

① 紛失や破損しないよう、細心の注意を払い使用すること。  

② オンライン学習・学校からの宿題、家庭学習以外の目的で使用しないこと。  

③ 自己の重大な過失や故意により貸出品に損害を与えた場合、修理費用を負担すること。  

④ 貸出機器に破損等が生じた場合、早急に学校へ連絡すること。 



 

Chromebook持ち帰りガイド 

倉敷市教育委員会 

 

 倉敷市では、学校で使用している一人 1 台の Chromebook（クロームブック）を家庭に持ち帰り、

学校での学習と家庭学習の連携を図っていきます。Chromebook の利用については、学校でも指導を

行っていますが、安全な活用のためには、ご家庭のご理解とご協力が不可欠です。以下の内容につ

きまして、ご家庭でも確認をお願いいたします。 

 

１ Chromebook の活用について 

 〇 学習のために使用します。 

・ ロイロノート・スクールや Google Workspace（学校から指定された課題等） 

 ・ タブレットドリル等のドリル教材 

 ・ 予習・復習のまとめや調べ学習、NHK for School の視聴などの自主学習   など 

※ 原則としてポータルページ「倉敷 Style」内にある以下のコンテンツの利用を想定しています。 

  学習目的以外の私的な使用は控えてください。 

 

２ ご家庭での注意点など 

 〇 家庭で話し合い、利用ルールの確認をお願いします。 

 健康面 

・ 30 分に 1 回は、20 秒以上遠くを見るなど、目を休める時間をとる。 

 ・ 明るい場所で、目を画面から 30cm 以上離し、背筋を伸ばして使用する。 

・ 計画的に使用し、長時間、画面を見続けないようにする。 

・ 寝る時間の 1 時間前には、使用をやめる。 

 インターネットルール・個人情報保護 

 ・ 有害サイト等へアクセスしない。 

 ・ 他の人が嫌な思いをすることをしない。 

 ・ 自分の ID やパスワードは他の人に教えない。 

 ・ 勝手に写真を撮ったり、録音・録画をしたりしない。 

 機器の保全 

 ・ 使用する場所や保管する場所を決める。 

 ・ 飲食しながら使用しない。 

 ・ 落下や強い衝撃を与えないように気を付ける。 

参考「保護者が正しく知っておきたい４つの大切なポイント」（関係省庁）        
別紙１_保護者用 

「自分も他の人も大切にする」 

という気持ちを育てたいですね。 



 

以下の操作で改善する場合があります。 
  ① 充電ができなくなった。 

   ⇒ 充電用の差込口は、本体の左右にあるため、もう一方で試してみる。 

   

② 動きがおそい、画面が固まった。 

   ⇒ キーボードの「  」キーを押す。 

    ⇒ 直らないようなら、一度電源を切って、再起動する。    
※ コンピューターは、再起動することで、状態をリセットしています。     調子が悪い時には、再起動してみるとうまくいくことがあります。 

 

  また、Chromebookでは、ログイン画面でアカウントを削除し、再登録することでも、 

症状が回復することがあります。 

 

⇒ 解決しない時には学校へ連絡してください。 

３ 困ったときは・・・ 

 〇 故障や破損・紛失等のとき 

 ⇒ 速やかに学校に連絡してください。 

  ※ 紛失や盗難のとき、および、損傷が使用者の故意又は重大な過失によると認められるとき

は、原状に復旧する費用を使用者に負担していただくことがあります。 

 〇 調子が悪いとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 安心・安全な活用のために 

 〇 Chromebookの安全な活用のために、教育委員会で様々な設定をしています。 

・ ご家庭でも、学校内での利用と同様の設定で使用できます。 

 ※ すべての不適切な Web ページをブロックできるわけではありません。 

    インターネットを利用する内容については、ご家庭でも確認をお願います。 

 ・ 端末の紛失や盗難時には、遠隔操作で Chromebook の無効化が可能です。また、Chromebook

を初期化された場合、自動的に管理下に再登録されるため、転売防止対策になります。 

 

 

参考「端末の安心・安全な活用について」（文部科学省）      
 



倉敷市教育委員会　様

① 紛失や破損しないよう、細心の注意を払い使用すること。

② オンライン学習・学校からの宿題、家庭学習以外の目的で使用しないこと。

③ 自己の重大な過失や故意により貸出品に損害を与えた場合、修理費用を負担すること。

④ 貸出機器に破損等が生じた場合、早急に学校へ連絡すること。

今後の試行としての持ち帰りや、非常時の緊急貸出しに対応できるよう、事前に「学習者用端末貸

出申請書兼同意書」（本紙）の提出をお願いいたします。

様式１

生　徒　名 　　年　　　　組　　　　番

学習者用端末（Chromebook)貸出申請書　兼　同意書

　下記①～④の内容に同意し，学習者用端末（Chromebook）の貸出を申請します。

申請日

申請者（保護者）氏名

　　令和　　　年　　　月　　　日


